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この資料は，議会への提出が求められている地方自治法第２２１条第３項に規

定する法人に係る毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類のほかに，当

該法人における令和２年度の経営状況を説明するために作成しているもので

す。

令和２年度中に存在する法人で，実際に作成の対象としている法人の範囲

は，次のとおりです。

１ 地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に基づくもの

～本市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる全ての一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社（目次の法人名の

前に１と表示）

２ 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定に基づいて定めた旭川市予

算の執行に関する調査等の対象となる法人の範囲を定める条例第２条に基づ

くもの

～本市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未

満を出資している全ての一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

（目次の法人名の前に２と表示）

目 次

（頁）

１ 株式会社 旭川振興公社・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

１ 公益財団法人 旭川市公園緑地協会・・・・・・・・・・・・ ３

１ 一般財団法人 旭川産業創造プラザ・・・・・・・・・・・・ ４

２ 一般財団法人 旭川市勤労者共済センター・・・・・・・・・ ５

２ 一般財団法人 道北地域旭川地場産業振興センター・・・・・ ６

２ 一般財団法人 旭川市水道協会・・・・・・・・・・・・・・ ７
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 株式会社 旭川振興公社

設立年月日 昭和３５年８月１１日

設 立 目 的

公共事業のため必要とする不動産の取得及び売却並びに斡旋，駐車場，ス

キーリフト等公共事業の運営のほか，市の委託を受けた事業を執行し，都市

機能の維持増進と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

基 本 金 １０，０００千円

市 出 資 額 ７，０００千円

市出資割合 ７０．０％

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

当 期 損 益 額 ４３，３２９ ３８，２２８ １１，３７７

当期損益額－前期損益額 △１９ △５，１０１ △２６，８５１

資 産 ５，４０３，７３１ ５，０４６，６３４ ４，８４５，３９２

負 債 ４，３４６，３９３ ３，９５１，０６８ ３，７３８，４４９

純資産（資産－負債） １，０５７，３３８ １，０９５，５６６ １，１０６，９４３

経営状況について

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により各事業で大きな減収が見られた。

特に動物園関連事業では来園者数の著しい減少により，グッズ等の販売品売上げが１千

８０６万６千円（前年比３５．７％）と大幅に減収したのをはじめ，食堂・売店売上げの

減少や団体旅行者向け弁当事業の中止等により，雪の村事業の売上げが４６８万６千円

（前年比 １８．６％）と大幅に減収した。また，同園東門の賃貸料減額措置の実施や売

上歩合の賃貸料の減収により，建物賃貸事業のうち賃貸共益費の売上げが 1 億５千９２４

万円（前年比９１．１％）と減収になった。その他，旭川空港ジンギスカンテラスの営業

休止や利用者の減少からときわ市民ホールの施設利用料等にも影響があり，軒並み減収と

なった。

一方で，産業廃棄物処理事業は，期首から順調に推移し，廃棄物処理センター収入は

４億４千７５２万４千円（前年比１０６．０％）と安定した収益を確保したことや，人員

の配置転換や営業時間短縮などによる事業の効率化及び経費節減を図った結果，公社全体

で１千１３７万７千円（前年比２９．８％）の黒字を確保した。

令和３年度もコロナ禍の影響が続くものと想定されることから，資源の集中や事業見直

しによる効率化と経費節減のほか，廃棄物処分場の安定かつ計画的な運用，動物園通り産

業団地の売却促進等により，更なる健全経営に努める必要がある。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 公益財団法人 旭川市公園緑地協会

設立年月日
昭和５９年４月２日

（平成２４年１０月１日 財団法人から公益財団法人へ移行）

設 立 目 的

都市公園等の円滑な管理運営と健全な利用増進，都市緑化の推進及び緑地

等の保全に関する事業を行い，うるおいと安らぎを実感できる憩いの空間を

市民に提供し，安全で快適な生活環境づくりと地域社会の健全な発展に寄与

することを目的とする。

基 本 金 ２０，０００千円

市 出 資 額 ２０，０００千円

市出資割合 １００．０％

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

当 期 損 益 額 △２，２４２ ２，８１７ △１，９７９

当期損益額－前期損益額 １１，５６６ ５，０５９ △４，７９６

資 産 ３０２，７４２ ３１３，４０７ ３１７，２５０

負 債 １７６，２７８ １８４，１２６ １８９，９４７

正味財産（資産－負債） １２６，４６４ １２９，２８１ １２７，３０２

経営状況について

令和２年度決算では，１９７万９千円の正味財産減となり，赤字となっている。

特に，収益事業等会計について，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，施設の閉鎖や

イベント等の開催中止などで、売店運営の営業ができなったこと、さらに施設利用者減で自

動販売機の売上が減少したことにより赤字となった。

今後は，新型コロナウイルス感染拡大対策の中で，収益事業の収益を確保し，法人の経

営強化を行っていくことが必要である。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人 旭川産業創造プラザ

設立年月日
平成４年６月２６日

（平成２２年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

旭川市を中心とする道北地域の産業高度化の促進により，地域の生活文化

に立脚した産業の創造及び活力ある地域経済の創出に寄与することを目的と

する。

基 本 金 １，１７５，２００千円

市 出 資 額 １，１６０，１００千円

市出資割合 ９８．７％

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

当 期 損 益 額 ９，７２９ ４，４３６ １３，３０５

当期損益額－前期損益額 △１８３ △５，２９３ ８，８６９

資 産 １，９４７，７８０ １，９３９，９５６ １，９４３，５５６

負 債 ７１１，３３０ ７１１，６３７ ７１１，８８４

正味財産（資産－負債） １，２３６，４５１ １，２２８，３１９ １，２３１，６７２

経営状況について

令和２年度決算では，当期損益額が１千３３０万５千円となり，前年度と比較して大き

く増加した。

収益については，有価証券による財産運用収益（基本財産受取利息と受取利息の合計）

は１９３万６千円の増となり，収益全体としては前年度から６７３万円の増となった。

経常費用については，事業費では３７万９千円の増，管理費では２４７万３千円の減と

なり，差し引き２０９万４千円の減となった。

今後の経営課題としては，国の金融政策による長引く低金利や，新型コロナウイルス感

染拡大に伴う経済低迷の影響により，今後の財産運用収益の大幅な伸びは期待できない。

こうした中で最大の事業効果を上げるため，ＩＣＴを活用した効率的な企業支援や，道

北地域の関係機関への支援ノウハウの移転，さらには道北支援事業の恩恵を受ける他自治

体への負担要請なども含め，様々な手法を検討していく必要がある。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人 旭川市勤労者共済センター

設立年月日
平成９年１２月８日

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

旭川市内に所在する中小企業の事業所に勤務する者（以下「中小企業勤労

者」という。）のための総合的な福祉事業を行うことにより，中小企業勤労

者の福祉の向上を図り，もって中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与す

ることを目的とする。

基 本 金 ３２，８００千円

市 出 資 額 １４，０００千円

市出資割合 ４２．７％

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

当 期 損 益 額 △４，７２９ △１，６２５ △６，４２４

当期損益額－前期損益額 ２，８２５ ３，１０４ △４，７９９

資 産 ９８，９５４ ９７，６９５ ９１，５９３

負 債 ４，２１２ ４，５７８ ４，９００

正味財産（資産－負債） ９４，７４３ ９３，１１７ ８６，６９３

経営状況について

令和２年度決算では，６４２万４千円の正味財産減となっているが，このうち福利厚生

事業については，平成２５年の一般財団法人への移行に伴う公益目的支出計画に基づく支

出であり，令和３年度末の完了を目標としているところである。

感染症対策のため中止した３事業の代替として，会員の感染予防や各事業所内での感染

防止を目的として会員にマスクを無償提供した「感染症予防対策事業」や，市内経済及び

菓子業界の活性化を目的とし，テイクアウトを中心として購入費用の一部を助成した

「がんばろう旭川スイーツ購入助成事業」を実施し，これらの事業が好調で，前年度末時

点では支出計画に対して２０６万円の支出額不足であったが，令和２年度決算では計画よ

り８８万円多く支出することができた。

会員については入会と退会の動きがあるものの，令和元年度から会員数は変わっておら

ず現状維持となっている。引き続き，会員数の保持に向け加入促進や効果的な事業につい

て検討していく。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人 道北地域旭川地場産業振興センター

設立年月日
昭和６１年６月２０日

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

道北地域の地場産業の健全な育成を図るため，地場産品の宣伝，普及等を

行うとともに，地場産業に携わる経営者，後継者の資質の向上を図るための

事業等を行い，地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

基 本 金 ３０，０００千円

市 出 資 額 ９，０００千円

市出資割合 ３０．０％

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

当 期 損 益 額 １０，５４４ １０，４７１ ５２３

当期損益額－前期損益額 ４１４ △７３ △９，９４７

資 産 ８２２，５５４ ８０７，２２８ ８１２，８７５

負 債 ５２，７３６ ４３，２５７ ５０，６１６

正味財産（資産－負債） ７６９，８１８ ７６３，９７１ ７６２，２５９

経営状況について

令和２年度決算では，当期損益額が５２万３千円となり，前年度と比較して９９４万７

千円の減少となった。

経常収益については，新型コロナウイルス感染症の影響により，旭山動物園売店の売上

や貸館による使用料収入が大幅減となり，前年度から４千５６２万６千円の減益となった

が，人件費の削減をはじめとした支出の抑制や，国からの給付金受給等により，わずかに

黒字決算となった。

同団体の収益事業については，感染症等の外部環境の変化に影響を受けやすい事業が多

いことに加えて，老朽化した施設の維持・管理も必要であることから，早期に収益事業の

強化を図り，経営力向上に取り組む必要がある。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人 旭川市水道協会

設立年月日
昭和５４年４月１９日

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

旭川市及び他市町村における上下水道の円滑な普及と安定供給に資するた

めの適正かつ合理的な維持管理を行うため必要な事業を行い，もって住民の

公衆衛生と福祉の向上並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的と

する。

基 本 金 １１，５００千円

市 出 資 額 ５，０００千円

市出資割合 ４３．５％

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

当 期 損 益 額 ６，８５１ １４，１１０ ２４，５８７

当期損益額－前期損益額 １，３１８ ７，２６０ １０，４７７

資 産 １７８，７８９ １９１，２１１ ２３０，０９８

負 債 １０１，７３９ １００，０５１ １１４，３５１

正味財産（資産－負債） ７７，０５０ ９１，１６０ １１５，７４７

経営状況について

令和２年度決算では，近隣市町に係る受託事業収益の増加等により，当期損益額が２千

４５８万円となり，９期連続の黒字となった。

当期損益額が前年度比１千万円超の大幅増となった主な要因としては，新たに上水道管

理システム構築業務委託（中川町：８９９万円）や２１世紀の森飲用水供給施設管理業務

委託（民間委託：１９０万円）を受託したこと等が挙げられる。

今後も，近隣市町受託事業の拡大などによる収益の確保及び事業の効率的な執行による

経費削減などに努め，健全経営を推進する必要がある。


